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生涯にわたる学習により、心豊かに輝く人のまち 
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第 3 章第 1 節 

人権の尊重 

 

１ 施策の方向性 

すべての市民の基本的人権の保障を基本に据えた取組みを推進するととも

に、人権意識の高揚を図るための教育・啓発に取り組みます。 

また、男女があらゆる分野で性別にとらわれることなく対等な立場で活動

できる男女共同参画社会の形成に向け、意識啓発と環境づくりを進めます。 

さらに、多文化共生の考え方に基づき、様々な国や地域の人々との交流を

進めるとともに、外国籍市民が暮らしやすい環境を整えます。 

 

２ 現状と課題 

・本市は昭和 41 年に「人間尊重宣言都市」を宣言し、人権問題に関する教育

や啓発活動、相談者の支援に取り組んできました。児童虐待や女性への暴

力をはじめ、高齢者・障がい者などの人権問題、同和問題などの解決に向

けた、一人ひとりの人権が尊重され守られるまちづくりが求められます。 

・平成 20 年 7 月に富士見市男女共同参画推進条例を施行しましたが、平成 21

年度の市民意識調査では「男女共同参画の社会づくり」に関する施策の満

足度が全施策で 3 番目に低く、条例に基づく富士見市男女共同参画プラン

（第 3 次）の実効性を高める取組みが必要です。 

・外国籍市民の増加に伴い、国籍や民族の異なる市民が互いの文化的違いを

認め合いながらともに生きる「多文化共生社会」に向けた取組みが求めら

れます。 

・グローバル化の進展により、国境の垣根が低くなり、人・もの・情報など

の往来が盛んになっていく中、国際交流のあり方を幅広く検討する必要が

あります。 
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３ 施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施策の内容 

（１）人権教育・啓発の推進（協働推進課、生涯学習課） 

・あらゆる人権問題の解決を目指して、関係機関と連携・協力し、学校、

家庭、地域、企業などを対象に、一人ひとりがお互いの違いを認め合い、

尊重し合える社会づくりに向けた人権教育・啓発活動を積極的に進めま

す。 

 

（２）男女共同参画社会を進める意識づくり（協働推進課） 

・男女共同参画推進条例の基本理念に基づき、性別による固定的な役割分

担意識を解消し、男女の人権が等しく尊重されるよう市民、企業、学校、

地域などに向けた意識啓発を行います。 
『男女共同参画推進事業』（協働推進課） 

 男女共同参画推進条例に基づく男女共同参画プラン（第 3 次）により、各

施策を推進します。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・男女共同参画プラ

ン（第 3 次）の策

定 

・男女共同参画プラン（第

3 次）の推進 

・男女共同参画プラン（第

3 次）の中間見直し 

現状値 目 標 値 
指  標 

平成 22 年度 平成 25 年度 平成 27 年度

各種審議会等の女

性委員の比率 

33.2％ 

（21 年度） 
40％ 40％ 

 
（３）男女共同参画社会を進める環境づくり（協働推進課） 

  ・多様化する家族形態・就労形態に対応し、家事・育児・介護などにかか

わる男女が、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）を確保で

きるよう環境づくりに取り組みます。 

・ドメスティック・バイオレンス（DV）やセクシュアル・ハラスメントな

 人権教育・啓発の推進

男女共同参画社会を進める意識づくり

男女共同参画社会を進める環境づくり

政策決定過程における男女共同参画の推

進 

多文化共生の地域づくり 

人権の尊重 
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どの根絶に向けて、男女がともに互いの人権を尊重しあう社会づくりを

進めます。 

 
（４）政策決定過程における男女共同参画の推進（協働推進課） 

  ・男女が対等な立場であらゆる分野に参画できるよう、政策決定など様々

な意思決定過程に女性の参画を進めます。 

 

（５）多文化共生の地域づくり（協働推進課、生涯学習課、公民館） 

  ・国籍にかかわらず互いの文化的違いを認め合い、同じ地域の一員として

協働によるまちづくりに努めます。また、NPO などの市民団体と連携し、

多言語による行政情報の提供や外国籍市民への日本語指導などを充実し

ます。 

  ・市民団体などによる国際交流を進めるとともに、相互理解の機会を充実

します。 
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第 3 章第 2 節 

生涯にわたる学習・教育環境の充実 

 

１ 施策の方向性 

市民一人ひとりが豊かな人間性を育むことができるよう、幅広い世代の多

様な学習要求に応じた機会や情報の提供、施設間の連携など、学習・教育環

境を充実します。また、学んだ成果が家庭や地域に還元され、豊かなまちづ

くりに活かせる仕組みづくりを進めます。 

 

２ 現状と課題 

・市内には、公民館、交流センターなどの生涯学習関連施設があります。こ

れらの施設では、様々な学習機会や情報の提供などを行っています。 

・公民館、交流センター、コミュニティセンターの総利用者数は、平成 21 年

度で延べ 49 万人を超えています。市内の図書館の蔵書数は平成 21 年度で

約 40 万冊あります。 

・平成 21 年度の市民意識調査では「生涯学習の推進」について、満足度を「わ

からない」とする回答が約 6 割を占め、全施策のうち最も高くなっている

ことから、生涯学習に関する情報提供や市民ニーズに対応した施設提供が

求められています。 

・各ライフステージに生じる課題の解決や少子高齢化、情報化、環境問題、

人権問題などの現代的課題の解決など、市民の多様な学習ニーズへの対応

と支援が求められています。 

・公民館や交流センターでは、様々な分野の団体・サークル活動が行われ、

施設ごとに活動分野を越えた横断的な連絡会を組織し、施設との協働によ

る「公民館まつり」などを開催しています。 

・市民の能力や経験を活用する「市民人材バンク制度」や、市職員が行政情

報を提供し、市民と市がともに学びあう機会とする「協働によるまちづく

り講座」（出前講座）を行っています。これらの学習機会を通じて、市民と

市が地域課題の解決という共通の目標に向かって相互理解を深め、市民主

体のまちづくりを進めていくことが重要です。 
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３ 施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施策の内容 

（１）推進体制の充実（協働推進課） 

  ・子どもから高齢者まで幅広い世代にわたる学習・教育活動が展開される

よう、市民参加により「富士見市生涯学習推進基本計画」を進めます。 

『生涯学習推進事業』（協働推進課） 

第２次生涯学習推進基本計画に基づき、生涯学習の各施策を市民協働によ

り進めていくとともに、推進体制の整備を行います。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・第２次生涯学習推

進基本計画の策

定 

・ 基本計画の推進 ・第２次生涯学習推進基本

計画の中間見直し 

 

（２）多様な学習・教育機会の充実（生涯学習課、公民館、交流センター） 

  ・乳幼児期から高齢期に至る各ライフステージや地域及び現代的課題の解

決のために、様々な学習・教育の機会を充実します。 

・学習・教育の機会を通して人と人とがつながり、豊かな地域社会の実現

に向けた活動に発展していくための支援を行います。 

『市民の多様な学習への支援』（公民館、交流センター） 

学習テーマに対応した講師などの紹介や日常生活に即した課題を解決す

るために各種学級講座を開催し、より豊かな生活のための学習・文化活動を

充実します。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・講師などの紹介、

各種学級講座の

開催 

・講師などの紹介 

・学級講座の充実 

・講師などの紹介 

・学級講座の充実 

現状値 目 標 値 
指  標 

平成 22 年度 平成 25 年度 平成 27 年度 

参加者数（延べ） 

（公民館） 

24,000 

（21 年度） 

25,000 28,000 

参加者数（延べ） 

（交流ｾﾝﾀｰ） 

9,600 

（21 年度） 

10,200 10,700 

 推進体制の充実

多様な学習・教育機会の充実 

情報収集・提供、相談機能の充実 

図書館サービスの充実

生涯にわたる学習・教育環境の充

実 

生涯学習関連施設の整備・連携 
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（３）情報収集・提供、相談機能の充実（生涯学習課、公民館、交流センター） 

  ・様々な生涯学習関連情報を、広報紙、ホームページ、公民館だよりなど

を通して提供します。 

・市民の自主的な学習活動を支援するために、公民館、交流センターなど

で相談機能の充実に努めます。 

 

（４）生涯学習関連施設の整備・連携（公民館、交流センター） 

・各施設の計画的な維持管理を行うとともに、ユニバーサルデザインや情

報化社会に対応した設備・機能の整備を進め、市民の誰もが利用しやす

い施設を目指します。 

・公民館や交流センター・コミュニティセンターなどの生涯学習関連施設

が地域の拠点施設としての役割・機能を発揮できるよう、ネットワーク

化を進めます。 

『公民館施設維持管理事業』（南畑公民館、水谷公民館、水谷東公民館） 

安全で快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインなどに配慮しなが

ら、各公民館施設・設備の計画的な改修を進め、地域における生涯学習活動

を推進します。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・水谷公民館外壁改

修工事、南畑公民

館中庭修繕 

・エレベーターの設置 

（南畑公民館、水谷公民

館、水谷東公民館） 

・多目的ホール増築 

（水谷東公民館） 

・施設の改修等の推進 

現状値 目 標 値 
指  標 

平成 22 年度 平成 25 年度 平成 27 年度 

利用人数（延べ） 

（公民館 4 館） 

203,058 

（21 年度） 
220,000 230,000 
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（５）図書館サービスの充実（生涯学習課） 

・地域の情報拠点として資料の充実に取り組みます。 

・情報ネットワークの活用、調査相談機能や配本サービスの充実に努め、

市民の多様な学習・文化活動を支援します。 

・子どもたちが読書の機会を通して豊かな心が育めるよう、学校教育との

連携や市民団体などとの協働を進めます。 

『市民ニーズにあった図書館サービス』（生涯学習課） 

市民にとって適切な書籍や資料の充実を図るとともに、電子書籍など新た

なサービスについて検討し、地域の情報拠点として利用しやすく役立つ図書

館を目指します。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・予約サービス、電

子メールによる

調査相談受付、音

楽配信サービス

などの実施 

・利用者サービスの研究、

充実 

・空調改修工事 

・利用者サービスの研究、

充実 

・空調改修工事 

現状値 目 標 値 
指  標 

平成 22 年度 平成 25 年度 平成 27 年度 

図書館利用者数 

（延べ） 

163,816 

（21 年度） 
167,600 170,000 
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第 3 章第 3 節 

市民文化の創造 

 

１ 施策の方向性 

心豊かな生活が実感できるまちづくりを目指して、身近な地域で市民が文

化芸術にふれ、自らが参加・創造・発信できるよう、市民文化会館キラリふ

じみをはじめ市内公共施設を拠点として活用します。さらに、市民との交流

や協働の機会の充実により、地域文化の担い手を育成します。 

 

２ 現状と課題 

・市民文化会館キラリふじみは、公募による芸術監督制度の導入、事業企画

から運営まで総括的に支援する市民組織や市民ボランティアとの協働など、

全国の公共ホールの中でも先進的な取組みをしている芸術文化施設です。 

・平成 20 年には、多彩で個性あふれる創作活動が評価され、県内で初めて総

務大臣からの表彰を受けました。 

・今後は、文化芸術振興基本法などに基づいた地域の芸術文化を振興するた

め、（仮称）富士見市文化振興条例の制定などのさらなる基盤整備が必要で

す。 

 ・各公民館では、それぞれの地域特性や施設機能を活かした市民主体の特色

ある文化活動を展開しています。 

 ・市民ニーズに合った芸術文化活動の充実や情報発信の工夫が求められてい

ます。 

・子どもたちの豊かな心や感性、創造性やコミュニケーション能力を育み、

さらに地域文化の担い手を育成するため、学校と連携して芸術文化活動に

接する機会を充実することが大切です。 
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３ 施策の体系図 

 

 

 

 

 

４ 施策の内容 

（１）文化創造事業の推進（協働推進課） 

  ・市民文化会館キラリふじみを富士見市の文化創造・発信の核として位置

付け、全ての市民が身近に多様な芸術文化に触れられる機会の提供や市

民相互の交流、文化の担い手の育成を進めます。 

  ・文化の主役である市民とともに、地域の誇りとなる優れた芸術文化を創

造し、全国に向けて発信していきます。 

  ・富士見市から発信された芸術文化が、市内外の人との交流や活動の広が

りをつくり、日常生活の充実や心の豊かさが実感できる文化振興を通し

たまちづくりを進めます。 

『文化創造事業』（協働推進課） 

文化創造・発信の核となるよう文化振興条例を制定します。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・文化庁が支援する

「優れた劇場・音

楽堂からの創造

発信事業」で採択

された県内唯一

の施設（キラリふ

じみ）として個性

豊かな芸術文化

の創造と提供を

実施 

・文化振興条例の検討及

び制定 

・文化振興に関する計画の

検討・策定 

・キラリふじみ開館 10 周

年記念事業実施 

・文化振興に関する計画の

推進 

 

 

（２）支援体制の充実（協働推進課、生涯学習課、公民館、交流センター） 

  ・市民文化祭をはじめとした各種の芸術文化活動を支援します。 

・市内公共施設を利用する文化活動団体・サークルなどの情報提供や、団

体相互の交流の機会をつくり、市域全体に芸術文化活動の輪を広げます。 

 

 文化創造事業の推進

支援体制の充実

市民文化の創造
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第 3 章第 4 節 

スポーツ・レクリエーションの推進 

 

１ 施策の方向性 

誰もが健康で生きいきとした市民生活を送れるよう、年齢や体力にかかわ

らずスポーツ・レクリエーションに親しめる機会をつくります。また、市民

の自主的なスポーツ・レクリエーション活動を支援するため、指導者の養成、

情報提供、施設環境の充実に取り組みます。 

 

２ 現状と課題 

・本市は、昭和 52 年に「スポーツ振興健康増進都市宣言」を行い、富士見市

体育協会をはじめ各種団体と連携しながら、スポーツ教室や市民健康増進

スポーツ大会、スポーツフェスティバル、ニュースポーツなどの大会を開

催し、市民スポーツ・レクリエーションに親しむ機会をつくってきました。 

・市内のスポーツ施設には、市民総合体育館、富士見ガーデンビーチ、各種

運動公園があり、平成 21 年度は約 30 万人に利用されました。 

・市内全小・中学校で学校体育施設を開放しており、開放校ごとの運営協議

会で自主的に定例会を開催し、利用の調整などを行っています。 

・市民総合体育館、富士見ガーデンビーチは、効率的な運営と特色ある事業

を展開していますが、今後も、計画的な維持管理や市民ニーズに応えた施

設運営が求められています。 

・市民の自主的なスポーツ・レクリエーション活動や、体育指導委員が考案

したバトテニスや、ニュースポーツの普及が進められるよう、相談や情報

提供の充実とともに、地域や関係団体への支援が求められています。 
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３ 施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

４ 施策の内容     

（１）生涯スポーツ・レクリエーション機会の充実（生涯学習課） 

  ・世代を問わず市民が身近にスポーツ・レクリエーションに親しみ、健康

づくりや交流する機会を広げるため、体育指導委員や各種スポーツ団体

などと連携したスポーツ教室、大会などの事業を充実します。 
・市民の自主的な活動を進めるため、相談・情報提供などの充実に取り組

むとともに、地区体育祭や関係団体などの活動を支援します。 
『生涯スポーツ推進事業』（生涯学習課） 

日常生活におけるスポーツ・レクリエーション活動への参加機会を充実し

ます。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・各種スポーツ教

室・大会の開催 ・スポーツ教室・大会な 

どの開催 

・ニュースポーツや高齢 

者も楽しめるスポーツ 

の普及 

・スポーツ教室・大会な 

どの開催 

・ニュースポーツや高齢 

者も楽しめるスポーツ 

の普及 

現状値 目 標 値 
指  標 

平成 22 年度 平成 25 年度 平成 27 年度 

健康増進スポーツ大

会参加者数（延べ） 

各種スポーツ教室・大

会参加者数（延べ） 

7,143 

(21 年度) 
7,500 7,800 

 

 生涯スポーツ・レクリエーション機会の充

実

スポーツを楽しめる場の充実 

スポーツ・レクリエーションの推

進 
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（２）スポーツを楽しめる場の充実（生涯学習課） 

  ・市民が身近な場所で安全にスポーツ・レクリエーションを楽しむことが

できるよう、市民総合体育館、富士見ガーデンビーチ、運動公園などの

施設環境を整備します。 
・学校体育施設の開放については、自主的に行われている学校体育施設開

放運営協議会と連携して取り組みます。 
『社会体育施設維持管理事業』（生涯学習課） 

市民の日常生活におけるスポーツ活動を活発にするため、市民総合体育

館、ガーデンビーチ、運動公園などの施設環境を充実します。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・市民総合体育館大規模

改修工事 

・ガーデンビーチ各所塗

装修繕等 

・第 1、2 運動公園の整

備充実 

・市民総合体育館及びガ

ーデンビーチの設備

改修工事など 

・第 1、2 運動公園の整

備充実 

・ガーデンビーチの設備

改修工事など 

現状値 目 標 値 
指  標 

平成 22 年度 平成 25 年度 平成 27 年度 

市民総合体育館の 

年間利用者数（延べ） 

186,231 

(21 年度) 
188,000 190,000 
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第 3 章第 5 節 

文化財の保存と活用 

 

１ 施策の方向性 

市の歴史・文化資産を大切に保存、継承するとともに、郷土への愛着を深

めるための取組みを進めます。また、市民との協働により、まちを活性化す

る資源として積極的な活用に努めます。 

 

２ 現状と課題 

・市内には国指定文化財 1 件、県指定文化財 2 件、市指定文化財 29 件の他、

59 ヵ所の遺跡（埋蔵文化財包蔵地）や石造物・古文書・民俗などの有形・

無形の文化財が数多く残されています。文化財は、地域の歴史や文化を理

解する上で不可欠な市民共有の財産として、適切に保存・継承するととも

に、歴史的、文化的、教育的資産として様々な角度から活用する施策が求

められています。 

・水子貝塚資料館と難波田城資料館では、市民学芸員と協働して展示ガイド

や体験学習などの事業を行っています。また、資料館友の会では、文化財

を活用した取組みを主体的に進めています。 

・学校や家庭、地域などで様々な学習機会を利用し、市民が郷土の歴史や文

化に対する郷土意識を育むことが必要です。 

・水子貝塚公園（国指定史跡「水子貝塚」）や難波田城公園（県指定旧跡「難

波田氏館跡」）を富士見市独自の観光資源として活用するため、市民との協

働による事業を展開し、地域の個性や魅力を付加していくとともに、市内

外へ積極的に情報を発信していくことが必要です。 
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３ 施策の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 施策の内容     

（１）文化財の調査・収集・保存の充実（生涯学習課、資料館） 

  ・埋蔵文化財や有形・無形の文化財の調査・収集を着実に実施し、適切な

保存と公開・活用に努めます。 

 

（２）歴史公園・資料館施設の活用（生涯学習課、資料館） 

  ・市民との協働により、水子貝塚公園の復元住居や難波田城公園の古民家

など歴史的建造物などの活用を促進し、学習機会を充実します。 

・市民の憩いや交流の場として活用します。 

『水子貝塚公園・難波田城公園運営事業』（資料館） 

資料館や歴史公園を活用し、市民学芸員や資料館友の会などとの連携によ

り郷土学習機会の提供と学習活動の支援に努めます。また、広報やホームペ

ージなどにより積極的に情報を発信します。 

現況（平成 22 年度） 事業計画 

平成 23 年度～25 年度 平成 26 年度～27 年度 ・体験学習等主催事業 

を開催 

・協力団体との協働に 

よる事業の実施 

・ボランティア・協力団

体との協働の充実 

・施設を活用した事業 

の充実 

・ボランティア・協力団

体との協働の充実 

・施設を活用した事業 

の充実 

現状値 目 標 値 
指  標 

平成 22 年度 平成 25 年度 平成 27 年度 

＜水子貝塚資料館＞ 

・入館者数（延べ） 

・主催事業参加者数 

（延べ） 

 

38,934 

 2,259 

（21 年度） 

 

40,000 

 2,300 

 

41,000 

 2,400 

＜難波田城資料館＞ 

・入館者数（延べ） 

・主催事業参加者数 

（延べ） 

 

49,686 

 4,177 

（21 年度） 

 

51,000 

 4,200 

 

53,000 

4,300 

 

 文化財の調査・収集・保存の充実 

歴史公園・資料館施設の活用 

郷土伝統芸能の保存・継承活動への支援 

地域活性化資源としての活用 

文化財の保存と活用 
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（３）郷土伝統芸能の保存・継承活動への支援（生涯学習課） 

    ・市内の伝統的な囃子や獅子舞など郷土芸能の保存、継承、後継者育成な

どを支援します。 

・市民の郷土伝統芸能への理解を深めるため発表の機会をつくり、郷土意

識の高揚に取り組みます。 

 

（４）地域活性化資源としての活用（生涯学習課） 

  ・市内の歴史公園や点在する指定文化財を文化資産として整備・活用し、 

市民の地域への愛着を高めるとともに、市の観光資源として、地域の活

性化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


